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要旨 

 当分担班では精神保健福祉法に基づく措置入院の適正化に関する研究を実施している。本

年度においては、平成 30 年に公表された「地方公共団体による精神障害者の退院後支援ガ

イドライン」の運用状況に関する全国自治体調査を行うとともに、前年度に開始した措置診

察にあたり必要とされる知識及び技術の効率的な習得方法に関する全国の精神保健指定医に

対するアンケート調査の結果をまとめた。 

A.研究の背景と目的

平成 28年 7 月 26日、相模原市の障害者支

援施設に元職員が侵入し、入所者を刃物で刺

し、19 名が死亡し、27名が負傷するという事

件が発生した。 

この事件の被疑者が事件前に犯行を予告す

る手紙を各所に送付したことで精神保健及び

精神障害者福祉に関する法律（以下「精神保

健福祉法」という。）による措置入院となって

いたこと、被疑者が事件前に大麻を使用して

いたことが後に明らかになったこと、被疑者

がいわゆる優生思想に基づく深刻な障害者差

別の発想をもって犯行に及んだことが推定さ

れたこと等により、この事件は今日の我が国

における精神保健福祉施策のあり方について

多くの議論を呼ぶこととなった。 

厚生労働省は事件の検証および再発防止策

検討チームを結成し、平成 28年 9月 14日に

中間とりまとめを、12 月 8 日に最終報告書を

発表した。その内容には、措置入院制度に関

する実態把握および改善のための方策の検討、

とりわけ措置入院の対象となった患者の退院

後支援の体制作りの必要性についての提言が

盛り込まれた。 

本研究班は、直接的には、事件発生を受け

て、措置入院制度運用の現状分析及び今後の

改善策の考案を目的として、平成 28年度厚生

労働行政推進調査事業費補助金（障害者政策

総合研究事業（精神障害分野））「精神障害者

の地域生活支援を推進する政策（研究代表者：

藤井千代）」の分担研究として、平成 28年 12

月 21 日に交付決定されたものの後継に当た

る。 

すなわち本研究は時系列的には相模原事件
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を受けて開始されたものといえるかもしれな

い。他方、精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律（以下「精神保健福祉法」という。）

による措置入院制度の抱える種々の課題につ

いては従前から再三指摘されていた。例えば、

措置通報件数は近年、特に警察官通報におい

て大きく増加している。これに対し、措置診

察対象者や新規措置入院者はさほど伸びてお

らず、警察等の認識と保健所や精神保健指定

医の判断との間の乖離がうかがわれる。次に、

措置入院患者は医療保護入院患者に比べて、

ソーシャルサポートの乏しさが顕著である。

すなわち、措置入院患者の多くは一般精神保

健医療福祉で支えきれなかった患者であり、

措置解除後の支援体制が十分でないことが多

い。そのため転帰不明となる例も多く、この

ことが一部患者の頻回措置入院につながって

いる可能性がある。そして措置入院に携わる

精神科医師の多くは、頻回措置患者や措置診

察を受けたが措置不要となった患者への手当

が必要と考えている。措置入院医療の質の向

上を図る取組みも継続的に行われてきた。 

本研究の当初の主な目的は、上記のような

先行研究を整理するとともに、新たなデータ

を収集して、現行制度運用の実態把握を行う

ことであった。しかしその後厚生労働省内で

法改正の議論が具体化するに及び、改正法を

想定した運用ガイドライン作りも求められる

ことになった。 

厚生労働省は、「これからの精神保健医療福

祉のあり方に関する検討会」の報告書を平成

29 年 2 月 17 日に公表した。その提言内容等

に基づき、政府は精神保健福祉法改正法案を

第 193 回通常国会に提出した。法案は参議院

先議となり、附帯決議付きで可決されたが、

会期末のため継続審議となった。そして第

194 回臨時国会で衆議院が解散されたのに伴

い、廃案となった。 

こうして立法は頓挫したものの、措置入院

制度をはじめとする我が国の精神保健福祉に

様々な課題があることに変わりはない。厚生

労働省はまず現行の精神保健福祉法下での運

用の適正化を図ることを企図し、我々は作成

途上だったガイドラインの内容を見直し、現

行制度下でも適応可能でかつ精神医療保健福

祉の向上に資すると思われる部分を抽出する

ことを計画した。 

我々は厚生労働省、各自治体、警察庁等と

の協議を重ね、措置入院運用にかかる論点整

理を行った。また、措置入院患者に限らず精

神科病院から退院した患者に対する行政によ

る地域生活支援のあり方について、作成途上

だったガイドラインを叩き台としてさらに議

論を重ねた。 

それらの結果を下敷きにして、厚生労働省

は、平成 30年 3月 27日に厚生労働省社会・

援護局障害保健福祉部長通知「「措置入院の運

用に関するガイドライン」について（厚生労

働省障発 0327 第 15号。以下「運用ガイドラ

イン」という。）」及び厚生労働省社会・援護局

障害保健福祉部長通知「「地方公共団体による

精神障害者の退院後支援のガイドライン」に

ついて（厚生労働省障発 0327第 16号。以下

「退院後支援ガイドライン」という。）」が発

出された。ちなみに、同通知内に示された両

ガイドラインは行政文書としての性質上、研

究班ガイドラインと一部記述が異なっている。 

上記の経緯により両ガイドラインが発出さ

れたことにより、措置入院制度改革は一定の

進捗を見た。その一方で、当初厚生労働省が

目指していた精神保健福祉法改正に向けた動

きは頓挫する形になっていた。 

この状況を踏まえ、我々は運用ガイドライ

ン及び退院後支援ガイドラインに関する研修

会を開催し、両ガイドラインの普及を図ると

ともに利点及び問題点の抽出に努めた。また、

相模原事件以前からたびたび問題視されてい

たにもかかわらず両ガイドラインでも中核的

に取り上げられることのなかった、司法と精

神医療の狭間に陥りがちないわゆる「グレー

ゾーン事例」に関する考察を進めるための研

究を行った。 
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そして一昨年度にはその研究をさらに進め

るとともに、ガイドラインの普及状況の調査

を行い、措置通報で中心的な役割を果たして

いる全国の警察官に対するアンケート調査を

計画した。しかし新型コロナウイルス感染症

の世界的拡大に伴い、一部の研究計画は遅滞

した。 

昨年度においては、一昨年度から繰り越し

て警察官に対するアンケート調査を実施する

とともに、措置診察を行う精神保健指定医に

対する教育研修のあり方について考察を深め

るため、措置診察技法の習得に関する全国の

精神保健指定医に対するアンケート調査を行

うとともに、千葉大学医学部附属病院と協働

して措置診察に関する研修会を実施した。 

本研究の総合的な目的は、これまで 60年以

上にわたり運用されてきた措置入院制度のあ

り方について、現状分析と改善のための方策

を検討することである。 

B.方法

本年度我々は昨年度に実施した、措置診察

技法の習得に関する全国の精神保健指定医に

対する調査結果を解析し、措置診察のあり方

と適切な措置診察技法の習得の仕方に関する

示唆を得るとともに、今後措置診察技法の習

得に資する教材作りの準備を進めることとし

た。 

調査対象は、全国の精神保健指定医である。

年齢、性別は問わないが、精神保健指定医の

資格要件上、対象はすべて概ね 30歳以上とな

る。 

我々は調査票を全国の精神科病院、警視庁

及び全国の都道府県警に郵送し、返送を依頼

することとした。調査項目は、措置診察にか

かる教育・研修の経験やニードに関するもの

で、昨年度の研究成果報告書に掲載されたと

おりである。別紙に再掲する。 

調査票に研究の目的その他所定の情報を開

示し、記入された調査票の返送をもって回答

内容の提供にかかる同意とみなした。 

返送された紙媒体のデータを電子化し、統

計処理ソフト等を用いて解析することとした。

本研究は探索的研究と位置づけ、解析手法に

ついては調査時点では確定させなかった。 

【倫理的配慮】 

 我々は本年度の研究内容を精査し、いずれ

も臨床研究法及びその関連法規の規制の範囲

には含まれないことを確認した。他方、我々

は人を対象とする医学系研究に関する倫理指

針に則って各々の研究を実施することとした。 

 我々は本研究を「措置診察技法の習得を促

す教材開発に関する研究：フェーズ 1（1145）」

として、研究計画を千葉大学大学院医学研究

院の倫理審査委員会に提出し、令和 2 年 12月

14 日にそれぞれ承認を得たうえで研究を遂

行した。 

C.結果／進捗

我々は調査票を全国の精神科病院に送付し

た。結果、公的病院勤務医 183 名、民間病院

勤務医 380 名、その他 8 名（大学等教職員 2

名、病床を持たない総合病院の精神科勤務医

2名、精神科クリニック勤務医 2名、その他 1

名）の計 571 名から回答を得た（図 1）。自治

体ごとに見ると、全国 47 都道府県のうち 41

都道府県から各 1 名以上の回答があった。 

 回答者の平均年齢は 51.27±11.07 歳（算術

平均±標準偏差。以下同じ）であった（図 2）。 

 回答者の主な業務内容は、精神科一般臨床

430 名、精神科救急 70 名、司法精神医療 14

名、その他の専門領域における精神科臨床 22

名、運営・管理的業務 25 名、教育・研究業務

1名、その他 1名、不正回答 8名であった（図

3）。なお、その他の専門領域としては、依存

症、児童精神科、老年期・認知症臨床・地域精

神医療等の回答があった。 

 回答者の精神科医師としての臨床経験年数

は、22.29±11.79年であった（図 4）。 

 回答者の精神保健指定医としての臨床経験

年数は、16.31±10.88年であった（図 5）。 

回答者のこれまでの措置診察経験数につい
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ては、11～50 件程度が 238 名と最多であっ

た。措置診察の経験がない回答者は 24名であ

った（図 6）。 

 回答者の過去 1 年間の措置診察（緊急措置

診察を除く）実施件数は、2.93±3.96回であっ

た（図 7）。なお最小は 0 回で最大は 40 回で

あった。 

 回答者の過去 1 年間の緊急措置診察実施件

数は、1.16±3.89 回であった（図 8）。最小は

0回、最大は 30 回であった。 

 回答者が措置診察関連技法に関する教育を

受けた経験について問うたところ、「上司や先

輩から教わった」と「措置入院した患者の診

療を通じて学んだ」が最大で、およそ 8 割程

度が肯定した。他方、指定医更新のための研

修を除く国や自治体の研修で学んだと答えた

者は 1割に満たなかった（図 9）。 

 措置診察について学ぶ機会に関するその他

の意見としては、下記が挙げられた（自由記

載内容については、原則として原文ママ。た

だし固有名詞や誤字、難読文字等は一部割愛

ないし文意を変えない範囲で改変した。以下

同じ）。 

・はじめの数例は上司・先輩の意見を求めた。

以後は事前資料を元に医局で相談のうえ一

人で判断している。

・院内における患者紹介で上司が措置不適当

だとコメントしているのを聞き、判断基準

を学んだ。

・仮退院で 6 か月間他害行為の再発がないこ

とを確認できたことで学んだ。

・医療観察法鑑定入院の主治医としての診療

経験から学んだ。

・指定医の研修会で学んだ。

・自分で資料を作成し、上級医に内容を見て

もらって修正した。

・実際の措置診察の経験を通じて学んだ。

・医療観察法の精神保健審判員の業務経験を

通じて学んだ。

・措置解除の際に複数の指定医による診察を

経て学んだ。 

・他の自治体の精神科救急担当医師とカンフ

ァレンスをして学んだ。

措置診察関連技法を学ぶ方法についての賛

否についての結果は図 10 に示すとおりであ

る。この結果について、各項目の評価の平均

値の 95％信頼区間を図 11 に示す。信頼区間

の下限が 6.5 を上回っている項目は「国や自

治体による研修」「大学・学会・病院等による

研修」「上司や先輩からの教え」「文献」「上司

等の措置診察場面を見学できる機会」「自分が

措置診察した事例に関する事例検討会」「措置

入院した患者の診療にあたる機会」の 7 項目

であり、下限が 3.5～6.5 の範囲にあったのは

「「措置診察の前に事前資料に基づき上司等

に助言を得る機会」「措置診察を行う際にもう

一人の指定医の診察を見学する機会」「作成し

た措置入院診断書を上司等に見てもらう機会」

の 3項目であった。 

その他の意見としては、下記が挙げられた。 

・忙しいのでネットで学べるとよい。

・措置診察関連技法を学ぶ機会を拡げること

は大いに意味がある。

・措置の要否判断における共通の知識を普及

させて、必要な方の円滑な治療導入が進む

ことを期待する。

・過剰に厳格な規準に固執しないようにした

い。

・数年来、措置入院が少く抑えられていると

感じる。

・地域によっては費用を安くするためかなる

べく措置入院を避けるようにされている。

・保健所や警察が措置入院制度について無知

である。

・急性脳炎による精神症状で措置診察した場

合、不要措置として神経内科へ送るか、要

措置として髄液検査を直ぐにするようコメ

ントするか、悩んだことがあった。

・一般精神医療のレベルアップが必要。それ
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なしに触法患者だけに資源を集中するのは、

本末転倒。 

・検討会という形でなくても、簡易なもので

も良いのでフィードバックの報告があった

ら良いのかなと思う。

・もう一人の指定医の診察の見学は、措置診

察の法的位置付けからいっても不適切であ

り、行うべきではない。バイアスを可能な

かぎり排除し、公平性を担保する必要があ

る。

・地方では、互いの診療の相互チェックは医

療連携が密な為に自然と行なわれている。

都会では、そのような相互のネットワーク

が脆弱な点が問題と言えるのではないか。

・ネット動画などオンラインで学べると良い。 

・自治体によって措置率にかなりばらつきが

あることが問題だと思う。措置となる基準

作りが必要であり、それが若手医師の助け

になる。

・本人が否認したり話さなかったりする場合

は、情報資料が判断を左右する。

・措置診察という極めて公的な仕事をする割

に、その技法、考え方を学ぶ機会は、先輩か

らの助言のみ、という極めて私的な学びし

かない。そのため、標準的な判断ができて

いるかどうか、全く自信はなく、困ったケ

ースのふり返りもできていない。

・無保険のため医療保護入院ができず要措置

というケースがあった。

・医療保護入院や応急入院も同様に、地域で

医局のやり方を学んでいるだけであり、他

の自治体のやり方と比べて考える機会がな

い。

・普段から指定医業務をしておれば教科書等

を確認すれば難しいことではないが、様々

なケースがあるので、事例検討会などは有

効と思う。

・措置入院の必要性についての議論も大変重

要と考える。

・措置診察医が高齢で認知症症状あり判断を

間違うケースを経験した。法的には有効だ

が、現場が困るので、診察医の資質を判断

する必要がある。 

・大学でも単科病院でも講習を受けたことは

なく、医療保護入院患者の経験で対処して

いた。その後経験を積みながら行っていた。 

・措置入院を受け入れる側としては、診断に

疑問があることが 5-60 件につき 1 件程度

あり、経験・技術を持つ臨床医が教える必

要があると思う。

・措置診察の診断書にはこれまでと今後に分

けて行なわれるリスクの高い犯罪を選ぶリ

ストがあるが、多くの措置患者は個別の犯

行に及ぶことなく、つまり逮捕されること

なく警察官によって保護された身分なので、

あのリストはなじまないと感じる。 

・病院・診療所の勤務指定医がある程度分担

して休日の措置診察を行う制度がない地域

では、有効に活用されていない指定医がも

ったいない。

・自治体によっては、非指定医の措置診察の

見学が許可されないことが多い。理解が得

られれば、学びの幅が広がると思う。

・措置通報から措置診察への流れに乗せるか

という判断基準も地域差が大きい。明らか

な自傷他害行為であっても、「夜間休日だか

ら」「同意できる家族がいるので必要ない」

とされ、適切に運用されていない現状があ

る。

・指導医の助言は若い指定医には心強いが、

助言によりバイアスがかかるリスクがあり、

行うとすれば診察後に助言を得た方が良い

と思われる。

・二次診察を行う際は前もって他の指定医の

診察は見るべきではないと思われる。

・警察や行政からの「入院させてほしい」とい

う圧力が強い。入院させなかった場合のケ

ア、つなげ先がないので本当に悩む。

・「自傷他害のおそれ」の条件があいまいすぎ

る。 

・警察も制度をよくわかっていない。賽銭泥

棒で通報してくる警察はどうにかならない
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のか。 

・きちんと確立された技法を学ぶ機会がない

まま周囲に聞きつつ、というのが現状なの

で、学ぶ機会があればぜひ参加させていた

だきたい。 

・研修医として働いていた病院の上司から診

察スタイル、見方、その他作法を学んだ。ま

た賠席させてもらって見学したのも有益だ

っった。その後、他の県、病院での措置診察

のスタイルはローカルルールを感じること

が多かった。この為、一定の流れ、見るべき

ポイントなどを定めていくことは必要と思

う。 

・技法の水準を向上させ、均一化することは

必要なことであるが、ただハードルを上げ

るだけだと、ますます協力してくれる医師

が減っていくと思われる。指定医は人権に

関わる重大な責務を負っており、この自覚

のない方々は資格を維持できなくするのも

一手かもしれない。 

・措置診察関連技法は全て指定医資格取得及

び更新等のための必須研修に盛り込むのが

最良だと思う。 

・最初は難しいと思われるので、上司につい

てもらったり、見学させてもらったり、指

導して頂くのは意味があると思う。 研修よ

りは実践の方が、技術をつけられると思う。 

・思い返せば、そうした技法、書類作制につい

ては明らかな教育を受けたこともなく、後

進、私たちの学び直しのため国や自治体の

研修が望ましいと考える。 

・精神科医の勉強として鑑定入院担当と鑑定

文作成は大変勉強になる。 

・理論は、指定医講習会（新規・更新）の中の

1コマで十分。あとは実践で良い。 

・昔は在宅での措置診察がかなりあって危険

を感ずる事も何度かあった。今は、県、政令

市単位で精神科救急医療体制が出来ており

在宅はなくなったので、それ程危険を感ず

る事はなくなった。 

・緊急措置入院は自傷他害のおそれが著しい

場合に認められる事になっているが、大多

数の都道府県では夜間の措置入院を指定医

1 人で行っており、緊急措置入院には該当

しない障害者を緊急措置入院させていると

いう現実がある。至急、改めるべきである。 

・システム化されていない事は問題。県単位

でも異なるようで、法律の下での同一性に

は疑問をもつ。 

・措置診察では「事前資料」の内容が非常に役

立つので、これを充実させることは大事で

ある。特に掛かりつけ病院・医師があれば

そこからの情報もできるだけ知ることがで

きれば良い。ただ個人情報とのからみが生

じるであろうから、慎重にやらないといけ

ない。 

・これまでに実地審査や、退院請求への意見

聴取を通して、措置入院の判断、措置解除

の根拠、診察時間、仮退院制度の利用がな

くなっている、などで大きな判断のばらつ

きを実感している。そのための基準を統一

する機会が必要と考える。 

・WEB 方式による講演会等、有っても良い 

・医療と司法に関しての判断。 措置診察自体

が必要かどうかの妥当性。 

・資格をもった以上、責任をもつべき。他者か

ら左右されるものではない。各県でやり方

が異なることの方が問題が大きいのでは？ 

・現在、措置入院の件数が非常に少なく関わ

る機会もほとんどないため、国や学会主催

の web研修があると助かる。 

・措置診察関連技法の学習・習得は是非必要

であると考える。 

・学会等でロールプレイングなど行っていた

だきたい。 

・措置入院に値する患者はどのような患者か

について、周知が必要と考える。パーソナ

リティ障害、知的障害、発達障害について

は措置入院の対象とはならないと考えるの

だが、これまで、措置診察ではなく措置入

院を受ける側で、これらの患者の措置入院

を受けた体験があった。 
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・措置要件について、もう少し具体的な基準

があってもよいのではないか。

・措置診察依頼は隨時発生するため、事前に

準備をすることは難しい。診断書の作成も

至急を要する。経験を積むまでの期間、措

置診察場面を見学するシステムがあると良

いと感じる。

・措置診察を警察署で行うことがほとんどだ

が、病院でやらないことが、措置診察を学

ぶ場を失くしている一因だと考える。

・自傷・他害のおそれを判定する事は精神科

医として重要な責務であると考えるが精神

保健指定医の一部には明らかにその責に不

適切な方がいる。

・措置入院の基準は全国で統一的であるべき。

しかし現状は県により措置率は異なる。そ

こで全国の統一的な講習等が望まれる。

・我々の研修医時代には全くといってよいほ

ど学ぶ機会がなかったので矢張りシステム

作りも必要性を感じる

・事前の情報を先輩や指導医レベルが検討し

典型的な症例から経験したことが役に立っ

た。難しい症例は存在すると思う。

・診断、権利、義務、責任等につき更新研修を

充実すれば十分と考える。 

・当該地域では措置入院が極めて少ないため、

措置診察関連技法を学ぶことは不要。

・県ごとの措置件数がちがっていることから、

精神医療の質としての判断よりその環境で

の状況因子も大きいと思います。社会的な

必要性の文脈がありその文脈に沿っての法

律的や福祉面からのコンセンサスを求める。 

・都道府県ごとに措置適用される割合が大き

く異なっていることが問題と考える。この

状況では、若い精神科医の研修機会に差が

出てしまう。23条通報後に、保健所が措置

診察を行うか否かの判断をしているが、こ

の判断に地域差があってはならない。

・措置解除について、多くの場合主治医が判

断することが現制度の問題点ではないかと

考える。患者との関係性や、臨床的力量を

問われるのではないかといった要素で判断

が鈍る可能性が高い。解除に関してしっか

りした基準と制度が求められる。 

・措置診察、及び、その結果の全国的な標準化

に係る研究とそれを基盤とした、教育と技

法の普及（方法の確立）が必要。 

・判定後のフィードバックが学ぶことが大き

いと思う。そのため、どれくらいの期間で

退院できたのか、治療効果がわかれば良い

と思われる。

・指定医の職務として措置診察があり得るな

らば、学ばなくてはならないと思う。ただ

周囲に聞いても、措置診察の経験が数十年

のうちに 1～2回という方も多く、実際に診

察する機会はなかなかないのかなというこ

とに驚いている。

・運用の実情についての情報、期間、解除のタ

イミング、その後どういった経過をとるこ

とが多いのか、など。 

・措置診察の実例集のようなものがあると良

いなと思う。

・措置診察は基本的に一日一回限りの短時間

の診察となる。基本的な技術を身につける

為には標準的な病態判断や法的基準等の整

合性などあらかじめ熟知していること、

個々の Dr の主観に片よりすぎない為に事

前のチェック体制も必要と思う。一方でや

はり同じ疾患者でも一人一人の個別性はあ

り、一回限りの診察は真剣勝負なので、予

備知識に片よりすぎずその一回一回の診察

を事後フォローし検証が必要である。

・果たして、措置診察に定まった技法がある

のか？という疑問と、色々なやり方があっ

てしかるべきだという気持がある。

・責任を重く感じるので、最初は 2 人目の指

定医という立場で措置診察に参加したいと

思う。

・「学ぶ」以前の問題が多いのでは。もちろん

教育は適正に行われるべき。しかし地域、

自治体毎の運用の違いが是正されなければ、

「正しい」ことを教えようがない。法の運
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用がうまくいっていないという「行政」の

問題を「医療教育」に環元する発想には抵

抗を感じざるをえない。 

・措置診察は治療的な診察とはちがうので、

背景にある法制度を学ぶことが重要と思う。

その意味では行政による研修がいちばんい

いのではと思う。

・精神科三次救急としての役割がメインとな

っている地域と、別の面がある地域がある。

役割別の検討を要すると思う。

・30～40分の診察でそろった措置診察の結果

が、きちんとフォローアップされて、こち

らにフィードバックされたことは、全くな

い。 

・措置診察医の診察結果のレベルについての

評価は、されたことがない。

・個々の医師によって診察技法や診断にばら

つきがあり、措置診察の質の低下を懸念す

る。よって、研修の機会は多い方が良いと

考える。

・措置診察が純粋な精神医学による判断（い

わゆる内因性精神病の有無、入院という手

段による精神症状の改善の可能性のみ）な

のか、その人の社会的背景や、精神科の治

療で改善できそうにない問題（貧因や生ま

れつき暴力的な性格である、両親から暴力

を肯定する教育を受けてきてしまっている

等）も加味した判断なのかを教えてもらい

たい。

・ビデオ症例を作って配布（症例は役者で

OK）。

・ちゃんとした教育を受けていないのに、患

者さんの人生に大きく影響する措置入院の

決定を下すことはいつも不安がある。ぜひ

国でも大学でもどちらでもいいからきちん

とした研修の機会を作ってほしい。書類の

記載方法についても、わかりやすい資料が

必要。記入のスペースが狭いのでいつも苦

労している。上司や他の指定医からのアド

バイスは、いいときもあるが、人によって

違ったりするので、やはりある程度統一し

た見解を知りたい。 

・新型コロナ感染対策あり対面の研修への参

加は制約がある。Web上での研修があれば

大変有意義と考える。

・挙げられていたものをなるべく多く提供し

参加できるようにするのがよい。

・精神保健福祉法についても理解を深めるこ

とを同時に行うことを勧める。

・措置基準が都道府県によって差が大きすぎ

る。

・診察医によってバラつきが大きく、判断が

甘い人が多い。その結果、措置にすべき人

がならない、すべきでない人がなるという

事例が多くなる。

・診察医の前に都道府県の職員が警察通報を

安易に却下しすぎるのが最大の問題。研究

するならそちらをお願いしたい。

・日常業務の中で時間が取りづらく、特に、子

育て中、時短等の間は機会に恵まれない。 

オンライン、オンデマンド等の学習ツール

があれば、利用できるかと思う。 

・感覚的には理解できるが、いまいちわから

ない。

・複数の自治体で措置診察をしたが、違う部

分もありとまどいもあった。全国すべて法

律通り統一化よりも地方により診察等の正

確さ、かわりなければ、その地方にあった

多少のちがいあっても良いのではとも、考

えている。

・自傷他害（A、B）項目チェックのさいのお

おまかな判断基準をもうける。

・措置解除する際に複数の指定医診察を課す

べき。

・現在は教育をうける機会が少ないと思われ

る。

・自閉スペクトラム症や人格障害の患者で、

「是非弁別、理非曲直の弁別が『ある』」方

が、（起訴、裁判を経ずに）措置通報される

ケースが増えている印象がある。本来の措

置入院・治療の意義に反することで、入院

を受ける側としても非常に困るケースと感
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じている。 

・学ぶ機会は正直なかった。指定医をとった

ら一人前扱いとなり、なかなか指導を得る

機会はなかった。

・学会等は他に聞きたい講義があったりでな

かなか参加できないことが多い。また必須

になると混雑して受けられなくなってしま

う。指定医講習に合わせてやってほしい。

・警察には“措置不要になれば無罪放免だ”と

暗に言われ、判断に悩まされることがある。

その辺りの理屈を知りたい。

・措置の判断に苦慮した症例を集めて症例集

として読んでみたい。

・指定医だからと病院・上司から診療にいく

ように指示され右も左もわからないまま診

察した記憶がある。今もこれでよいのかと

思うことがある。措置診療は時間が限られ

るため、いかに要点を絞って問診、診療が

出来るかが大事だと考える。

・人格障害や適応障害などの症例に関して、

上司によって措置診察時の判断が大きく異

なるので、上司の意見が参考になるのか微

妙。むしろ、しっかりガイドラインを作っ

てもらった方がそれに則ってやりやすいし、

診察中の判断に関する負担や責任が減るの

でありがたい。

・無言をつらぬく症例に対してどう判断する

のかのガイドラインを作ってほしい。

・措置入院届の現病歴において、家族不明や

家族からの情報がない場合、陳述者氏名は

本人名あるいは警察署名でもよいのか？こ

のような細かい記載要領があるとありがた

い。

・措置入院になるかどうかの判断が、県によ

って地域格差があるため、措置診察に関す

る勉強ができる機会があればよいと思う。

・研修があれば参加したいと考える。

・司法精神医学を先ず学ぶこと。

・今以上に「研修」が増えることには賛成でき

ない。 

・近年こそガイドラインなどが出てきたが、

経験年数の少ない指定医にとって他の指定

医の知見を得る機会が少ないと思う。医療

保護入院と異なり、多くのケースで院外で

の業務のため共有が難しいように思う。学

会などで small group でケース検討を持ち

込めるセッションとかあると良いかと思う。 

・精神科医として長年勤務しているが、何と

なく先輩方のやり方を見てそれを真似ての

方法でやっており、きちんとしたものを学

んではこなかった経緯がある。5 年に 1 回

の研修がもっと多く学ぶ機会になっている。

何か方法論など学ぶことができれば参考に

なると思う。

・学習機会があると、とても参考になる。

・措置入院の運用に、地域差があることが気

がかり。

・具体的な症例について、迷うところの判定

で教示してほしい（例: “自傷他害”の範囲、

程度等）。

・今までの方法でよいと考える。実際の措置

診察に臨めば、多くの指定医は現実的な対

応は充分可能と考える。もし相模原の事件

等についての措置診察について研修する必

要性があるとするならば、その方法、その

実際の必要性等決めて行くことは困難であ

る。議論は極めて大切だが、終りがないよ

うに思う。

・一般精神科臨床と措置診察になる患者層は

違うので、別にきちんと学べる機会があっ

た方が良いし、措置診察をした方が臨床に

幅が出ると思う。

・措置要件を満たすか否か、グレーな症例に

ついては未だに悩むことがある。ケースス

タディのようなものは、もっと必要だと

常々思っている。 

・解除の基準も難しい場合がある。特に社会

的なサポートがなく消退届とともに退院さ

せざるを得ないケースなどは、再び措置ル

ートに乗るリスクがあるために、指定医と

しての責任問題も考慮せざるを得ず、長期

化を招くケースは多々あるものと考えられ
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る？ 

・動画の教材などがあるといいのかなと思う。 

・経験豊富な医師の措置診察を見学したいが、

いつも突然、措置診察依頼がくるため、現

実的には、自院で行われる診察以外は同席

のための日程調整が難しい。 

・要措置とするかどうか、どの程度精神疾患

と関連しているか等、悩むことが多く、ガ

イドラインや講習会などがあれば学びたい

と思っている。 

・基準を明確にする必要がある。発達障害、人

格障害では判断が揺れている。 

・診察場面で落ち着いていたら、不要措置と

判断している場合があり問題。 

・措置診察そのものが極めて少ない。ガイド

ラインが有効に使われていない。少ない自

治体の実態を調査してほしい。 

・現在の勤務病院では、措置診察の機会は年

に 1回程度。意義や重要性を理解しつつも、

日常の業務を欠席して講習会などに参加す

る程のリソースを割けないのが実情である。

Webなどで診察の模範や流れを撮影した動

画などあれば業務のない時間に学ぶことが

出来てありがたい。 

・措置診察関連技法や具体的な症例の診察に

ついて等、新規や更新の指定医講習会で講

演いただければよいと思う。 

・系統的な教育は受けてきたことがなく実践

を行いながら学習している。精神神経学会

などの勉強会があれば参加したい。 

・例えば個人情報を完全に保護した形、ない

しは実際にあった事案で、診療状況を後に

詳細把握している関係者により、実際の事

案を再現した模擬診察・判断を下すポイン

トなどを司法的見地も交え動画配信で解説

するといったことを、学会が主体となって

事案収集・公開する等は難しいのだろう

か？ 

・はたして措置診察のみが標準化されるべき

なのか。そもそも精神科診察や精神科診断

が標準化されていないと思われるので、措

置診察技法のみが標準化されるとすれば違

和感がある。 

・措置診察に於いて、措置不要となったケー

スのフィードバック、不適切なケースのフ

ィードバック、判断が分かれるケースのフ

ィードバックなど。 

・措置診察案件が必ずしも自傷他害のおそれ

によらず、患者の社会的背景等が基準にな

っている。警察通報を行政職員が取り下げ

たりするなど行政職員がコントロールして

いる印象は強い（それ自体を否定するわけ

ではないが。）発達障害の人の興奮などが措

置になるケースもあり、これは医療ではな

く司法ではないのかと思うケースがある。 

・措置診察は出張業務として行っているが、

研修などの負担が増えると病院の業務を圧

迫してしまう。 

・研修は時間とお金が発生して迷惑なのでや

めてほしい。そもそも措置が減ってるうえ

に発達と知的障害と認知症が多くて微妙な

のが増えている。 

・精神保健指定医の仕事であるから、国が指

導したりガイドラインを作ることが望まし

い。決して精神神経学会に指導を丸投げす

べきではない。司法関連の学会であれば指

導できる立場にあるかもしれない。 

・学習機会は必要だと思う。同じ県内でも、診

察・診断書ともに個人差が大きいように感

じており、研修によりある程度均質化を図

ることが望ましいと考える。また、緊急措

置入院させた事例について本診察の医師か

ら意見を求められ疑義を感じたこともあり、

法律との整合性も含めて解説される機会も

（更新研修でも良いのですが）あると良い

と思われる。 

・自分の経験では措置診察の実際について学

ぶ機会はほとんどなかったと思う。措置入

院の要否は責任を伴う判断であり、しっか

りとした研修の機会があれば今からでも受

けてみたいという気持ちがある。ただし自

分が措置診察をする際にもう一人の指定医
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の診察をすることは、自分の判断に影響を

及ぼす可能性があるのではないかと考える。 

・措置診察は現状では自由度が高すぎると思

うので、ある程度必須の事項や基本の技法

は標準化されて学ぶ機会が得られるように

なると良いと思う。とはいえケースごとの

違いも大きいと思うので、従来型の上司の

診察やもう一人の指定医の診察の見学も必

要だとは思う。 

・一定の医療の質を保つためには診察や医師

の判断基準に関するガイドラインの存在や、

できれば混乱を避けるために自治体におけ

る制度運用の均一化が望ましいと考える。 

・全国でその判断がバラバラであるという事

実は重たい。自傷他害のおそれという言葉

だけが一人歩きしていて、いろいろな思惑

が入り込みやすい状況なのに、もう何十年

もかわっていないこと。医療観察法が出来

て触法度の重さは減じたが、民間を中心と

した精神科病院においては、解除の時点で

もいろんな思惑が入り込みやすいなど、問

題が多い。 

・現在は措置診察関連で系統立って学ぶ機会

は限られており、研修場を設けることは有

意義だと思う。 

・地域によって警察対応などの判断基準が異

なっている状況を改善するには、国や自治

体などが全国統一した基準での診察技法の

研修を行うべきだと思う。その上で、上司

等の診察場面を見る機会が必要と思う。 

・指定医講習会だけでは、措置診察に必要な

知識・技量は足りないと思う。 

・措置診察を行ったもう一人の指定医の措置

入院に関する診断書をしっかり見せてもら

いたい。 

・判断の基準については、出来る限り、統一す

る方が良いと考える。 

・上級医の診察に陪席し、診療技術を学び実

際に診察してフィードバックを得ることが

重要と考える。 

・各種鑑定について（司法、措置、緊急措置、

医療観察法など）共通のことも多いし、措

置だけ切り出して研修は合理的というか無

駄というか、研修が多すぎると思う。効率

性も考慮して研修をしていきたい。 

・措置診察の問題は、診察前に十分な情報が

ないことが技法よりもはるかに重大で、リ

ソースの割き方を間違えている。 

・地域ごとに行政の措置診察要請の基準が一

致しないことが大きな問題であると感じる。 

・措置入院は、精神障害者は危険であるとい

う差別思想に基づいた反道徳的制度なので、

技法を学ぶ意義はない。 

・アンケート内にある「国や自治体による研

修」が目下どのぐらい実施されているのか、

教えていただけると嬉しい。 

・診察技法を全国で均てん化しても、行政の

運用がバラバラでは ほとんど意味がない

と思う。行政の運用の均てん化をあわせて

行う必要があると思う。 

・県全体の動向を知ることも必要。 

・国内の県による格差が大きすぎる。 

・診察以前の対応も含めての検討が必要。 

・調査非該当が多い県、少ない県で診察の症

例の状態に差があるのではないか。 

・措置診察の標準化は極めて重要だと思う。

関連技法のテキストなどがあれば素晴らし

いと思う。 

・措置入院者の診察を体験すること。指定医

レポートでは不足と思う。 

・小児の領域で仕事をしているとあまり必要

性は感じられない。 

・上司を含む、他の医師の診察場面に陪席す

ることで、学ぶものは大きかったと思う。 

・診療を通じて、急性期からの診療の流れを

理解しておくことが必須と思われます。 

・現在、36 協定を超える過労働が常態化して

いるので、良い仕組みであっても時間がか

かる施策は negative です。 

・他医の鑑定診察への同席が現状許されてい

ない。措置判断としての根拠が「自傷他害

のおそれ」になるが、是か非かのみでなく、
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措置入院期間など、入院後の対応について、

マニュアル化、研修などの考慮を提案する。 

・5例程は、指導を受ける方が良いのでは。

・時代ごとに知的発達障害への措置該当、非

該当の判断が異なるので（以前より知見が

集約されてもブレが）（自分の考えは、自傷・

他害のおそれが強く、明らかな触法行為で

なければ該当する立場になってきた）やは

り疾患・障害単位での事例学習が必要。

・典型的な精神病、気分障害圏では、悩むこと

は少ないが、パーソナリティ障害等をどこ

までが医療で、どこからが司法か、という

ラインで悩むことが多く、その場で判断す

ることが難しく感じる。研修会等は大切と

思うが、時間的制約もあり負担感が大きい。

措置診察は「やっぱなし」「後は入院先にお

任せ」という形になりやすいので、措置診

察医に、治療医から、簡単に退院時診断等

のフィードバックがあるとありがたい。 

・国・自治体・学会等が主導して関連技法を学

ぶ機会を作らないと 指定医によって技量

にバラつきが生じ診察の質を保てないと思

う。 

・現在、都道府県ごとに診察実施や措置の「相

場」が異なっていると思われ、各指定医が、

自分たちの地域は他所に比べてどういう傾

向があるか（そのような傾向の影響下で自

分たちのバイアスが生じているのではない

か）を学ぶことが、「技法」を学ぶことと別

に重要であると思う。 

・措置該当とする基準がバラついているよう

に感じる（地域差のようなものでしょうか）。

それぞれの地域の事情はあるが、グループ

ディスカッションでの事例検討を全国各地

から参加してもらってできるとよいかと思

う（オンライン開催）。

・標準化の試みには賛成。

・措置診察が主に精神科医会の会員による輪

番制なので、医会に所属していない主に隣

県から通勤している若手医師が担当する機

会がほとんどなく、司法関連業務に接する

チャンスが失われている状況。

・具体的なアイデアがある訳ではないが、シ

ステム的な改善が必要と思う。

・国が一律に措置診察の講習を行うことには

反対。

・一定の標準化は必要、ただし地域の体制も

考慮する必要がある。疾病性、有害性、事例

性、依存反応性、環境性、に関する葛藤は感

じる。発達障害圏は難しい

・指定医の思考の均一化を図る必要はないが、

基本的スキルは学ぶ機会があってもよいと

思う。また、自治体や県によって「自傷」や

「他害」と判断する閾値が大きく異なるの

は問題だと考える。教育は指定医だけでな

く、行政や司法とのすり合わせも必要。

・いまだに必要性を感じる。指定医講習会で

簡単でいいのでガイドラインなんかが頂け

るとありがたい。また、上司の診察につい

て行くという風習が根付いても良いと思う。

ただし「ネットで調べれば誰でも分かる」

ような形になるのは望ましくない。

・保健所職員が本人にどの程度説明をしてい

るのか、診察医が本人に伝えるべき内容が

知りたい。

・個々の指定医の判断基準に未だバラツキが

大きく、標準化が必要。

・勤務先によっては、措置診療の経験をつむ

ことが困難。

・e-learningや事例集配布などの手段が良い。 

・精神保健指定医の経験年数や臨床能力に大

きな差があるため、模範となる医師の選定

が必要かもしれない。

・今まで確立された研修方法がなかったこと

の方が問題である。

・基準・運用が県により大きく異なる。

・自傷・他害の恐れの定義や期間などの実際

について。

・措置診察や措置入院については、全国的に

バラつきがあるため、ある程度のガイドラ

インを国が主導してつくり、更新していく

必要はあると思うが、県によっても特色が
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ちがうため、その違いをどうしていくか、

難しいところ。 

・学ぶ機会を国が保障することは大切。 

・措置診察関連の技法というものがあるのか

どうか、わからない。一般の精神科診療の

延長と捉えている。このことについて何ら

かの教育を受けられたら、考えが変わるの

かもしれない。 

・標準的な措置関連技法・知識を得る為に公

的な研修会があるとよい。 

・法的な観点だけでなく、臨床的横断面、地域

特性、様々な要素を加味して検討するべき

ことと考える。 

・まずは国や自治体から、このようにしてほ

しい、という指針を出してもらい、その後

に学会からも研修会を開いてほしい。 

・地方によって措置の件数、基準が違い過ぎ

て、単なる経験数の少なさ以外に問題があ

る。 

・様々な学びの機会があることは大切、勤務

内容によって指定医でも全く措置診察の機

会がない、上司からも教わらない、勉強会

など情報が伝わらない、こともあり、行政

か大きな学会で情報公開し、誰でもアクセ

スできる（どんな職場にいても）学習機会

をもうけるといいと思う。 

・実例を学びたい。 

・措置診察の特殊性があると思われるが、そ

れを行うには、普段の日常の診療中での教

育・研修等が土台になると思われる。なの

で普段のことがきちんとできていれば研修

を必ずしも要しないと思われる（但し普段

のことができるかをどう評価、均一してい

るかは課題だが……）。 

・要措置となる（とする）ある程度の基準とそ

の順守は必要と思われる（診断、問題とな

った行為の内容、程度）。またそれと合わせ

て運用方針の一元化（他県では、他院では、

という話がないように）ついても、ご検討

いただければと思う。 

・都道府県別の差があるように感じる。他県

の措置診察場面を見ると勉強になると思う。 

・必ず研修を受けることを必要とする制度の

確立。 

・実践で学ぶところ大と感じている。 

・詳細なガイドラインがないので、何が正し

いのか不明確。特に、緊急措置が多い地域

では混乱をきたしていた。 

・全県&全国で同じ基準で実施すべきだが「各

自治体の現状に応じて…」とされている。 

・県内レベルでいうと、特に 26条通報に対す

る判断に問題が多い気がする。他害の可能

性が高いが責任能力ありで服役していたの

に、同様の事案で要措置と判定される。 

・指定医の新規申請を行う前の研修はどちら

かというとレポート作成準備のための研修

というイメージであった。合格後、改めて

指定医の業務にあたる前に研修など学ぶ機

会が欲しい。判断の基準がある程度、標準

化できるのであれば文献でもよいと思う。 

・地域ごとに基準がバラバラな印象を受ける

（措置の件数も都道府県で差がある）。公的

な研修があると助かる。 

・どんな情報をもとに判断すべきか、といっ

たことを一般化するのはよいと思うが、判

断の基準（スケーリング）のようなものに

なるのはまずいと思う。日々、問題と思う

のは、むしろ、措置診察経験が乏しく、なん

となくで判断される（こういったことにあ

まり興味がない）先生方をどうするかとい

うこと。 

・技量にばらつきが多いので、スタンダード

化する必要はあると思われ、国や自治体、

大学レベルでの大枠の研修はあった方が良

い気もする。 

・情報が少ない中で行う事もあれば、そうで

ない時もあり、毎回状況が異なる。それな

りの場数が必要と思われ、それには勉強会、

他の診察の見学も含め色々経験することが

必要と思われる。 

・入院に関することよりも退院要件などどう

いった状態なら、措置症状の消退として判
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断してよいいかが難しいと思う。例えば

personality disorder や発達障害を背景に

した場合そもそも消退と断言できることが

難しいと思う。 

・公的に明確な基準を提示していくべき。

・他院を再訪するのは現実的ではない。

・入院基準がぶれて医師によっては独善的に

なっていても聞く耳をもたないか、偉すぎ

て言うべき立場の人がまわりにいないから

困ることがある。

・地域差や指定医毎に差があるため、均一化

を図ることは必要と思う。

・法律上は大雑把なので、具体的にどう運用

するかあいまいさによって迷うこともある

が、それで良いのだろうと思う。

・先生により基準が大きく違う場合があるの

で、ある程度の基準が欲しい。

 続いて我々はアンケート結果の一部を二次

解析した。 

 まず、公的病院に所属する回答者と民間病

院に所属する回答者の間で、ここ 1 年間の措

置診察ないし緊急措置診察件数に差があるか

否かを検証したところ、措置診察については

公的病院 3.407±5.253、民間病院 2.721±3.185

であり、Leveneの検定でF=6.686, P=0.010、

対応のない T 検定で T=1.605, DF=238.170, 

P=0.055 と有意差を認めなかった。緊急措置

診察については公的病院 2.586±6.440、民間

病院 0.507±1.246 であり、Levene の検定で

F=89.088, P<0.001、対応のない T 検定で

T=6.058, DF=558, P<0.001 と有意差を認め

た。すなわち、公的病院に勤務する回答者は

民間病院に勤務する回答者に比べて緊急措置

診察を担う頻度が高かった。 

 次に、措置診察関連技法を学ぶ各手段の経

験の有無が、過去 1 年間の措置診察経験の有

無と相関しているかどうかを調べた。各項目

についてχ2検定を行った結果を図 12 に示す。

結果として、「上司等の措置診察場面を見学で

きる機会」と「措置診察の前に事前資料に基

づき上司等に助言を得る機会」「作成した措置

入院診断書を上司等に見てもらう機会」につ

いては、過去 1 年間の措置診察経験を有する

回答者の方がない回答者よりも有意に多かっ

た。その他の項目については有意差を認めな

かった。 

 さらに我々は、措置診察関連技法を学ぶ方

法の友邦性に対する見解について、直近 1 年

間の措置診察経験の有無による差を検証した。

その結果、「措置入院患者の診療」のみについ

て、直近 1 年間に措置診察を経験した回答者

の方がその有用性について相対的に否定的見

解を持っていることが明らかになった（図 13、

図 14）。 

 最後に、措置診察関連技法を学ぶ方法の有

用性に関する見解について、回答者の主な業

務内容が精神科一般臨床と精神科救急とで差

異を生ずるかについて検証した。その結果、

「作成した措置入院診断書を上司等に見ても

らう機会」「自分が措置診察した事例に関する

事例検討会」「措置入院した患者の診療にあた

る機会」については、精神科救急を主な業務

内容としている回答者の方が肯定的な評価を

下していた（図 15）。 

D.考察

本年度においては、昨年度までの研究を踏

襲しつつ、措置診察関連技法を習得する方法

論について全国の精神保健指定医に対するア

ンケート調査結果を解析し、措置診察教育に

ついての議論を深めた。 

 全国の精神保健指定医数は公表されていな

いが、毎年行われている指定医講習会の定数

から推計すると、現在活動している精神保健

指定医はおおよそ 17,500 人程度と思われる。

したがって本調査の回答率は 3.3%と推計さ

れる。この数値は高いものではないが、もと

もと悉皆調査を目的としたものではなく、無

報酬の大部なアンケート調査であることを考

えるとあながち低すぎるともいえない。全国

41都道府県から回答を得ていることから、代
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表性についてもそれなりには担保されている

ものと考える。 

 回答者の多くが、措置診察技法については

上司や先輩から教わる、上司等の措置診察場

面を見学する、措置入院した患者の診療を通

じて学ぶ、といった経験を答えていた。これ

らはいずれもナラティブな学習方法である。

一方で文献を読んで勉強した回答者は半数に

留まり、研修会や事例検討会に参加した者は

3割程度、まして資格取得・更新のための指定

医講習会を除く国や自治体の研修に参加した

者は 1 割に満たない。すなわち、現在精神保

健指定医として活動している者の多くが、措

置診察に関する系統的な教育を受けていない

ことになる。 

 医師として臨床現場で学ぶことの重要性を

否定するものではないが、措置診察という人

権の制限にかかる判断を行うための技法につ

いて系統的に学習する機会が乏しいというの

は大きな問題であるように思われる。そして

この問題意識は回答者の多くが自由記載にお

いて主張していた。今回の調査結果から、少

なくとも総論的には、措置診察技法を習得す

るための系統的・構造的な教育の必要性が肯

定されたと考えるべきであろう。 

 そして、措置診察技法の習得方法に対する

見解については、調査票に挙げた各項目がい

ずれも概ね肯定的に評価されていた。ただし、

「措置診察を行う際にもう一人の指定医の診

察を見学する機会」については一部に否定的

見解があった。これは、2 名の指定医が独立し

た判断に基づき措置入院の要否を決定すると

いう措置診察の中立性を脅かすおそれがある

ことへの懸念からであろう。ただし実際には、

一部地域では 2 名の指定医が同時に措置診察

を行うやり方が採用されている現実があり、

事の是非に関する見解には地域間格差が著し

いようである。「作成した措置入院診断書を上

司等に見てもらう機会」についても類似の問

題が指摘されている。また、地域によっては

措置入院診断書を診察直後に作成せず後刻提

出する場合があり、診察結果が効力を発揮す

るのがいつになるかという点で法律的問題を

孕むおそれがある。例えば、上司が診断書の

結論に異議を申し立てた場合どうするのか、

アクシデントにより診断書を提出できなくな

った場合どうするのかといった懸念がある。 

 また、各項目の有用性と可用性は分けて考

える必要がある。事例検討会を行うには守秘

義務や個人情報保護の問題がつきまとうし、

日常診療の合間を縫って研修に参加するのが

難しいという意見も多い。 

なお、調査票の文言が曖昧であったためか、

「措置入院した患者の診療にあたる機会」に

ついては、「自身が措置入院させた患者の診療

にあたる機会」と解釈したとおぼしき回答が

散見された。そう解釈した場合、措置診察を

行った指定医の勤務先に当該患者を措置入院

させることは原則として避けるべきとされて

いることから、かかる項目自体が適切でない

ということになる。 

措置入院した患者の診療にあたる機会とい

うのは、一般論でいうならば、判断に対する

フィードバックを得る機会ともいえる。入院

が必要という判断が間違っていることに後で

気づいたり、当初のアセスメント結果と異な

る問題が後々発覚したりすることは、措置入

院でなくとも、あるいは診療科を問わず、し

ばしば発生することである。その場合、当初

判断した医師は結果のフィードバックを受け

ることで自らの見解を修正し反省して次に活

かしていくことになる。誰しも判断を誤るこ

とはあるのであって、失敗から学ぶことが許

容されなければ医学の発展の道はない。しか

し措置入院の場合、原則として入院の判断を

した医師がその後の治療に携わることはない

し、治療者から後にフィードバックを受ける

機会も用意されていない。このため、仮に措

置入院させた判断が誤り、ないしはその判断

時点で想定していなかった事態が生じたとし

ても、そのことを当該指定医が知る機会は極

めて限られている。このことが、措置診察の
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技術を向上させる機会の乏しさにもつながっ

ている。実際、アンケートの自由記載では診

察医に対するフィードバックの重要性を指摘

する意見が多数認められた。 

自由記載欄においては多様な意見が寄せら

れた。本報告書では質的解析を行わないが、

概ね下記の通り要約できると考える。 

まず、措置診察技法を学ぶ機会はあるべき

だとの意見が多数であった。その理由として

は、回答者自身がきちんとした教育を受けて

こなかったので教科書やガイドラインなど標

準化された教材があることが望ましいとする

意見が多かった。また各論としては、自傷他

害の定義や措置診察の方法論などについて、

指定医間、地域間の格差が大きいことを懸念

する声も大きかった。 

一方で、特に「研修」という形式の教育機会

に対しては否定的な意見も散見された。理由

としては、多忙で参加が困難であったり、義

務化されて日常業務が圧迫されることを懸念

する意見と、研修という形式では診察技法を

学ぶ役に立たないとする意見があった。ただ

し、前者は他の業務との比較衡量する必要が

あるし、後者は有意義な研修内容を検討すべ

き問題があるように思われる。形式的な研修

を行っても技術の向上につながらないし、研

修会という形式そのものの限界もあろう。 

また、一部には措置診察の機会が少ないの

で技術向上の意義を感じないという意見もあ

った。なるほど地域や専門領域によっては措

置診察に携わることのない指定医も一定数い

るものと思われる。しかしそれはその地域や

専門領域において措置診察の素養そのものが

必要ないということにはつながらないだろう。

まして若手指定医の育成に当たっては従事す

る地域や専門領域が制限されるような教育方

針を設けることは妥当でない。他方、措置診

察の件数が少ない領域においてどのように実

践的な教育を行うかという方法論については

踏み込んだ検討が必要である。 

その他の論点としては、むしろ措置解除の

判断について適正化や教育機会の提供が必要

でないかという意見、措置診察に特化するよ

りも精神科診療技術の向上という見地から教

育を考える必要性に言及した意見、措置入院

制度自体の問題を無視して教育手法を議論し

ても意義が薄いという意見などが寄せられた。

いずれも今回の調査からは子細に考察できな

かったが重要な論点であるように思われる。 

措置診察前の情報収集の不備や、行政や警

察等に対する不満も寄せられたが、これらに

ついては昨年度までの研究で再三議論されて

いることであるので、本稿では考察を割愛す

る。 

ちなみに、他の指定医が正しい判断を下せ

ていないという苦言や、措置入院制度そのも

のに対する反対意見も散見された。前者はな

ればこそ適切な教育が必要であることに他な

らないし、後者はそもそも指定医の身分にお

いて主張すべきことではないように思われる。 

具体的な方法論についての意見として、架

空事例の提供や、時節柄動画閲覧やインター

ネット上での研修受講といった手法を推す声

があった。他方で、措置診察に陪席する機会

の保障が必要であるという意見があった。前

者については実現可能性が高く、費用対効果

も高いことが見込まれる。後者については守

秘義務や患者のプレイバシー権との兼ね合い

で整理が必要であるが、医学教育という見地

からは推進すべきであるように思われる。 

二次的解析結果からはいくつかの仮説が示

唆された。公的病院の回答者は民間病院の回

答者に比べて緊急措置診察に携わる機会が多

いようである。ただこれは施設間ないし地域

間格差の影響が大きいかもしれない。次に、

措置診察に現在従事している指定医は、そう

でない指定医に比べて、措置診察前に上司の

意見を求めたり、措置入院診断書を上司に見

てもらったりした経験の頻度が高い。これは

逆に、具体的できめ細かい教えを受けている

医師こそが措置診察に継続的に携わる実務家

として育成されているということかもしれな
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い。他方で、そのような取組みが必ずしも措

置診察技法の習得に有用だとは見なされてい

ないことも興味深い。特に、措置入院した患

者のその後の診療に携わることは、措置診察

技法の習得に益しないと見なす者が多い。す

なわち、どのような教育手法が措置診察技法

の習得に役立つかについては、実務経験豊富

な指定医も含めて未だ回答を持ち合わせてお

らず、迷いながら学んでいるのが現状である

ようにも思われる。精神科救急に携わってい

る指定医は一般の臨床精神科医師に比べて措

置診察関連技法の研鑽に関心があり、特に措

置診察の結果のフィードバックを受けること

を重視している。これは彼らから見て不適切

な措置入院事例に対する思いの表れといえる

かもしれない。 

これらの考察を踏まえ、我々は次年度以降

の研究内容について研究協力者間で議論を行

った。 

その結果、次年度の方向性については下記

のように整理したところである。 

・措置診察技術の向上及び均霑化が必要であ

ること。

・そのための教材作成を行うこと。

・教材の内容としてはオンライン学習が可能

な模擬事例を主体としたものが望ましいこ

と。

・教材を用いた研修による教育の限界につい

てわきまえること。

・教材の普及のための方策として、指定医講

習会や自治体による研修、任意による研修

との連携の是非について検討すること。

・研修と別個に、指定医診察への陪席や、措置

診察後の経過に関する後日のフィードバッ

クの適否についても検討を要すること。

・教育手法の検討と並行して措置入院制度の

あり方に関する考察を行うべきこと。

今後は上記を踏まえて措置診察技術の向上

とそれに関連した措置入院制度の適正化を目

指した研究を継続することになる。 

E.健康危険情報

なし。

F.研究発表

1.論文発表

投稿中。

2.学会発表

椎名明大「置診察技術の確立と教育に関す

る研究」第 117 回日本精神神経学会学術総

会 2021 年 9月 21 日

G. 知的財産権の出願・登録状況

1.特許取得

なし。

2.実用新案登録

なし。

3.その他

なし。
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図1 回答者の主な勤務先

国公立系の精神科病院（総

合病院、単科病院を含

む）, 183

民間系の精神科病院（総

合病院、単科病院を含

む）, 380

病床を持たない総合病院の

精神科, 2

精神科クリニック, 3 大学（附属病院を含む）、

その他の教育機関、研究

所, 2

上記いずれでもない, 1

図2 回答者の年齢
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図3 回答者の主な業務内容

精神科臨床業務（精神科

一般臨床）, 430

精神科臨床業務（精神科救

急）, 70

精神科臨床業務（司法精神

医療）, 14

精神科臨床業務（その他の

専門領域）, 22

教育・研究業務, 1 運営・管理的業務, 25 上記いずれでもない, 1 不正回答, 8

図4 回答者の精神科医師としてのおお
よその臨床経験年数
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図5 回答者の精神保健指定医としての
おおよその臨床経験年数

図6 回答者のこれまでの措置診察経験
数
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図7 回答者のこの1年間の措置診察（緊
急措置診察を除く）実施件数

図8 回答者のこの1年間の緊急措置診察
実施件数
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図9 措置診察関連技法に関する教育を
受けた経験

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

国や自治体の研修で学んだ（指定医資格取得及び更新等のための必須研修は除く）

大学・学会・病院等の研修で学んだ

上司や先輩から教わった

文献（教科書、ガイドライン、論文等）を読んで勉強した

上司等の措置診察場面を見学した

措置診察の前に事前資料に基づき上司等に助言を求めた

措置診察を行う際にもう一人の指定医の診察を見学した

作成した措置入院診断書を上司等に査読してもらった

自分が措置診察した事例に関する事例検討会に参加した

措置入院した患者の診療を通じて学んだ

あり なし 不正回答

図10 措置診察関連技法を学ぶ方法につ
いての賛否

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

国や自治体による研修（指定医資格取得及び更新等のため必須となっている研修は除く）

大学・学会・病院等による研修

上司や先輩からの教え

文献（教科書、ガイドライン、論文等）

上司等の措置診察場面を見学できる機会

措置診察の前に事前資料に基づき上司等に助言を得る機会

措置診察を行う際にもう一人の指定医の診察を見学する機会

作成した措置入院診断書を上司等に見てもらう機会

自分が措置診察した事例に関する事例検討会

措置入院した患者の診療にあたる機会

1 反対 2 3 4 5 6 7 8 9 賛成 不正回答
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図11 措置診察関連技法を学ぶ方法につ
いての賛否（解析）

1 2 3 4 5 6 7 8 9

国や自治体による研修（指定医資格取得及び更新等のため必須となっている研修は除く）

大学・学会・病院等による研修

上司や先輩からの教え

文献（教科書、ガイドライン、論文等）

上司等の措置診察場面を見学できる機会

措置診察の前に事前資料に基づき上司等に助言を得る機会

措置診察を行う際にもう一人の指定医の診察を見学する機会

作成した措置入院診断書を上司等に見てもらう機会

自分が措置診察した事例に関する事例検討会

措置入院した患者の診療にあたる機会

グラフは評価の平均値の95％信頼区間を示す。橙は下限が6.5を上回っており第一選択、緑は下
限が3.5～6.5の範囲にあり第二選択と考えられる。

図12 措置診察関連技法を学んだ経験と
過去1年間の措置診察経験の関係

経験 過去1年間の措置診察経験 P Value
なし あり

国や自治体による研修（指定医資格取得及び更新等のため必須となっている
研修は除く）

あり 8 27 0.839
なし 118 366

大学・学会・病院等による研修 あり 41 137 0.703
なし 90 277

上司や先輩からの教え あり 107 365 0.067
なし 26 55

文献（教科書、ガイドライン、論文等） あり 71 233 0.850
なし 57 180

上司等の措置診察場面を見学できる機会 あり 84 303 0.037
なし 49 114

措置診察の前に事前資料に基づき上司等に助言を得る機会 あり 42 223 <0.001
なし 86 189

措置診察を行う際にもう一人の指定医の診察を見学する機会 あり 57 193 0.422
なし 75 216

作成した措置入院診断書を上司等に見てもらう機会 あり 28 140 0.006
なし 102 268

自分が措置診察した事例に関する事例検討会 あり 18 70 0.357
なし 113 338

措置入院した患者の診療にあたる機会 あり 112 341 0.793
なし 23 75
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図13 措置診察関連技法を学ぶ方法の有用性
に対する見解について、直近1年間の措置診
察経験有無による差 その1

図14 措置診察関連技法を学ぶ方法の有用性
に対する見解について、直近1年間の措置診
察経験有無による差 その2

P = 0.043

154



図15 措置診察関連技法を学ぶ方法の有用性に関する見解につ
いて、主な業務内容（精神科一般臨床／精神科救急）による差

Leveneの検定 対応のないT検定
主 な 業
務内容

度数 平均 標 準
偏差

F値 有意確
率

等分散を
仮定

T値 自由度 両 側
P値

国や自治体による研修（指定医資格取得及び更新等のため必
須となっている研修は除く）

一般 428 6.92 2.180 .248 .618 する -1.537 495 .125
救急 69 7.35 2.078

大学・学会・病院等による研修 一般 429 6.85 2.045 .131 .718 する -1.576 497 .116
救急 70 7.26 1.886

上司や先輩からの教え 一般 429 7.01 1.912 .298 .585 する -1.237 497 .217
救急 70 7.31 1.699

文献（教科書、ガイドライン、論文等） 一般 428 6.86 1.863 .539 .463 する -1.866 496 .063
救急 70 7.30 1.688

上司等の措置診察場面を見学できる機会 一般 428 7.29 1.884 .612 .434 する -1.307 496 .192
救急 70 7.60 1.545

措置診察の前に事前資料に基づき上司等に助言を得る機会 一般 429 6.56 2.038 .483 .487 する -1.437 497 .151
救急 70 6.94 2.091

措置診察を行う際にもう一人の指定医の診察を見学する機会 一般 429 6.01 2.277 4.508 .034
救急 70 6.03 2.621 しない -.065 86.831 .948

作成した措置入院診断書を上司等に見てもらう機会 一般 430 6.51 2.016 .000 .992 する -2.163 498 .031
救急 70 7.07 1.958

自分が措置診察した事例に関する事例検討会 一般 430 6.63 1.961 1.242 .266 する -3.167 497 .002
救急 69 7.42 1.666

措置入院した患者の診療にあたる機会 一般 429 6.85 2.100 .639 .424 する -2.380 497 .018
救急 70 7.49 1.808
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調査票 

下記の各設問に対し、当てはまるものを○で囲んでください。 

自由記載欄については、ご意見があればご自由に記載してください。 

1． あなた自身について

回答者であるあなたについておうかがいします。回答内容は統計処理のためだけに使

用されます。回答したくない設問には回答しなくても構いません。 

(1) あなたの年齢をお答えください。 （ 歳） 

(2) あなたの主な勤務先として最も近いものを下記から一つだけ選んでください。 

A. 国公立系の精神科病院（総合病院・単科病院を含む）

B. 民間の精神科病院（総合病院・単科病院を含む）

C. 病床を持たない総合病院の精神科

D. 精神科クリニック

E. 大学（附属病院を含む）、その他の教育機関、研究所

F. 保健所・精神保健福祉センター・その他の行政機関

G. 上記いずれでもない

別紙
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(3) あなたの主な業務内容に最も近いものを下記から一つだけ選んでください。

A. 精神科臨床業務（精神科一般臨床）

B. 精神科臨床業務（精神科救急）

C. 精神科臨床業務（司法精神医療）

D. 精神科臨床業務（その他の専門領域 ） 

E. 教育・研究業務

F. 行政的業務

G. 運営・管理的業務

H. 上記いずれでもない（ ） 

(4) 主に勤務している都道府県を教えてください。

都・道・府・県 

(5) 精神科医師としてのおおよその臨床経験年数を教えてください。

年 

(6) 精神保健指定医としてのおおよその臨床経験年数を教えてください。

年 

(7) あなたは措置診察（緊急措置診察を除く）をこの一年間におおよそ何件実施し
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ましたか？ 

件 

 

(8) あなたは緊急措置診察をこの一年間におおよそ何件実施しましたか？ 

件 

(9) あなたはこれまでに総計おおよそ何件措置診察（緊急措置診察を含む）を実施

しましたか？最も近いものを下記から一つだけ選んでください 

A. 実施経験なし 

B. 1～10件程度 

C. 11～50件程度 

D. 51～100件程度 

E. 101～500件程度 

F. 501～1000件程 

G. 1001件以上 

H. わからない、その他（                ） 

 

(10) あなたはこれまで、下記の方法で措置診察関連技法（措置診察に関する診断書

の作成を含むが、措置入院後の患者の治療は含まない。以下同じ。）に関する

教育を受けましたか？ 
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A. 国や自治体の研修で学んだ（指定医資格取得及び更新等のため必須となってい

る研修は除きます） はい・いいえ 

B. 大学・学会・病院等の研修で学んだ はい・いいえ 

C. 上司や先輩から教わった はい・いいえ 

D. 文献（教科書、ガイドライン、論文等）を読んで勉強した はい・いいえ

E. 上司等の措置診察場面を見学した はい・いいえ 

F. 措置診察の前に事前資料に基づき上司等に助言を求めた はい・いいえ 

G. 措置診察を行う際にもう一人の指定医の診察を見学した はい・いいえ 

H. 作成した措置入院診断書を上司等に査読してもらった はい・いいえ 

I. 自分が措置診察した事例に関する事例検討会に参加した はい・いいえ 

J. 措置入院した患者の診療を通じて学んだ はい・いいえ 

K. その他（具体的に記入してください） はい・いいえ 

2． 措置診察技法に関する教育について 

あなたは、精神科医師が措置診察関連技法を学ぶにあたり、下記の方法についてどの

程度賛成しますか？それぞれ 9段階で評価してください。 

(1) 国や自治体による研修（指定医資格取得及び更新等のため必須となっている研
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修は除きます） 

1反対 2 3 4 5 6 7 8 9賛成 

(2) 大学・学会・病院等による研修

1反対 2 3 4 5 6 7 8 9賛成 

(3) 上司や先輩からの教え

1反対 2 3 4 5 6 7 8 9賛成 

(4) 文献（教科書、ガイドライン、論文等）

1反対 2 3 4 5 6 7 8 9賛成 

(5) 上司等の措置診察場面を見学できる機会

1反対 2 3 4 5 6 7 8 9賛成 

(6) 措置診察の前に事前資料に基づき上司等の助言を得る機会

1反対 2 3 4 5 6 7 8 9賛成 

(7) 措置診察を行う際にもう一人の指定医の診察を見学する機会

1反対 2 3 4 5 6 7 8 9賛成 

(8) 作成した措置入院診断書を上司等に見てもらう機会

1反対 2 3 4 5 6 7 8 9賛成 

(9) 自分が措置診察した事例に関する事例検討会

1反対 2 3 4 5 6 7 8 9賛成 
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(10) 措置入院した患者の診療にあたる機会

1反対 2 3 4 5 6 7 8 9賛成 

(11) その他（具体的に記入してください）

3． その他、措置診察関連技法を学ぶことの是非、必要性、課題、具体的な方法等につ

いて、ご意見があれば記載してください。 
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4． 今後、我々は措置診察技法の習得等に関する研究をさらに進めるにあたり、より詳

細な内容のアンケートを予定しています。回答にご協力いただける場合は、下記に

メールアドレスを記入してください。（記入されたメールアドレスは当研究班の研

究遂行目的にのみ使用されます。またいつでも撤回が可能です。なお、記入いただ

いた場合でもアンケートの対象にならない場合がありますので、ご了承下さい） 

ご協力ありがとうございました。 
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